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規 則

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の一部の施行の日を定める規則をここに公布する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第45号

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の一部の施行の日を定める規則

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例（平成23年高知県条例第30号）附則の規定に基づき、同条例

（高知県立武道館の設置及び管理に関する条例（平成17年高知県

条例第13号）別表第 2 の 1 の表の改正規定中設備の冷暖房設備の

練習場に係る部分に限る。）の施行の日は、平成23年 8 月 1 日と

する。

高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第46号

高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

高知県クリーニング業法施行細則（平成 7 年高知県規則第 2 

号）の一部を次のように改正する。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県クリーニング業法施行細則別

記様式（別記第10号様式を除く。）は、この規則による改正後

の高知県クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、残品

の限度で使用することができる。

告 示

高知県告示第457号

昭和41年11月高知県告示第538号（知事の権限に属する事項の

委任）の一部を次のように改正する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

表中「授業料の減免」を「入学手数料、入学料、授業料及び受

講料の減免及び還付」に改める。

高知県告示第458号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7 号）第 3 条の規定により告示する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査の名称

重点分野雇用創造施設園芸省エネルギー対策等実態調査

 2 　調査の目的

県内園芸農業における燃油、肥料等の生産資材の高騰対策及

び農業生産分野おけるＣＯ 2 削減対策の基礎資料とするため。

 3 　調査対象の範囲

( 1 )　地域

高知県全域

( 2 )　単位

戸

( 3 )　属性

園芸農業を営む農家

 4 　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　作物生産全般及び導入している省エネルギー技術

(ア)　前年度に栽培した品目名、品種名及び10アール当た

りの生産量

(イ)　品目名、ほ場面積、作型及び栽培技術（化学農薬の

低減技術等）

(ウ)　省エネ技術の種類、具体的な方式、規格、商品名

等、導入台数、使用時期、稼働状況等

イ　使用する機械及び消費燃料、投入資材等
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(ア)　栽培期間を通じて継続的に使用した設備の種類及び

時間並びに燃料の種類及び量

(イ)　特定の作業で使用した機械の種類及び時間並びに燃

料の種類

(ウ)　投入した資材（肥料、農薬（天敵等の生物農薬を含

む。）、プラスチック等）の種類及び量

(エ)　栽培期間中に発生した廃棄物の種類及び量

( 2 )　その基準となる期間

平成23年 7 月28日から同年 9 月30日まで

 5 　報告を求める者

( 1 )　数

140戸

( 2 )　選定方法

農業者名簿から有意抽出し、地域、栽培品目等により選定

する（有機農業又は省エネ技術に取り組む農家を含む。）。

 6 　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間事業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

調査員調査

 7 　報告を求める期間

平成23年 7 月28日から同年 9 月30日まで

高知県告示第459号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7 号）第 3 条の規定により告示する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査の名称

林業労働力、林業機械器具及び素材生産量調査（林業就業者

調査）

 2 　調査の目的

本県における林業就業者の就労状況、林業機械器具の保有状

況及び素材生産量について実態調査を行い、林業労働力対策、

林業機械の近代化及び林業・木材産業全般の施策の基礎資料と

するため。

 3 　調査対象の範囲

( 1 )　地域

高知県全域

( 2 )　単位

人

( 3 )　属性

林業就業者

 4 　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　林業就業者の属性に関する事項（氏名、年齢、性別、住

所及び連絡先）

イ　雇用形態（森林組合作業班員、会社等雇用就業者、県内

移動就業者、県外出稼ぎ就業者、自営業者、一人親方又は

県外就業者）

ウ　作業種別就労日数（造林、伐木造林、椎
し い

茸
た け

、薪炭等）

エ　チェーンソー保有台数

オ　新規又は離職の別

カ　動向区分（最終学歴、他業種からの参入及び県外からの

Ｕ・Ｉ・Ｊターン等の状況）

( 2 )　その基準となる期間

平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで

 5 　報告を求める者

( 1 )　数

2,400人（概数）

( 2 )　選定方法

全数

 6 　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間事業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

 7 　報告を求める期間

平成23年 7 月25日から同年 9 月30日まで

高知県告示第460号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7 号）第 3 条の規定により告示する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査の名称

林業労働力、林業機械器具及び素材生産量調査（林業機械器

具調査）

 2 　調査の目的

本県における林業就業者の就労状況、林業機械器具の保有状

況及び素材生産量について実態調査を行い、林業労働力対策、

林業機械の近代化及び林業・木材産業全般の施策の基礎資料と

するため。

 3 　調査対象の範囲

( 1 )　地域

高知県全域

( 2 )　単位

人及び事業体

( 3 )　属性

林業就業者及び林業事業体

 4 　報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　林業機械・器具現況調査票

(ア)　保有状況

(イ)　所有区分

イ　高性能林業機械の機種別導入状況調査票

(ア)　機械名 

(イ)　導入・廃棄年月、導入状況（新規・中古）及び廃棄

状況（廃棄・売却）

(ウ)　導入者名

(エ)　機械のメーカー及び型式名

(オ)　稼働日数及び保有日数

(カ)　メンテナンス経費

ウ　高性能林業機械導入事業体別調査票

(ア)　事業体名

(イ)　年間素材生産量

(ウ)　年間労働投下量

(エ)　 1 人当たりの素材生産量

エ　森林情報管理機器（森林ＧＩＳ）調査票

(ア)　導入者名

(イ)　機器のメーカー及び名称

(ウ)　導入年度

(エ)　導入した事業等名称

オ　森林情報管理機器（ＧＰＳ）調査票

(ア)　導入者名

(イ)　ＧＰＳ受信機のメーカー、名称及び台数

(ウ)　ＧＰＳ受信機の使用比率、導入年度及び導入した事

業等名称

(エ)　ＧＰＳ用図化ソフトウェアのメーカー、名称、導入

年度及び導入した事業等名称

( 2 )　その基準となる期日又は期間

( 1 )のア、エ及びオに掲げる事項にあっては平成23年 3 月

31日現在、( 1 )のイ及びウに掲げる事項にあっては平成22年

 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで

 5 　報告を求める者

( 1 )　数

800人又は事業体（概数）

( 2 )　選定方法

全数

 6 　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間事業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

 7 　報告を求める期間

平成23年 7 月25日から同年 9 月30日まで

高知県告示第461号



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
2
7
号

平
成

2
3
年
 7
 月

1
5
日
（
金
曜
日
）
　

1
2
1
2

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7 号）第 3 条の規定により告示する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査の名称

林業労働力、林業機械器具及び素材生産量調査（素材生産量

調査）

 2 　調査の目的

本県における林業就業者の就労状況、林業機械器具の保有状

況及び素材生産量について実態調査を行い、林業労働力対策、

林業機械の近代化及び林業・木材産業全般の施策の基礎資料と

するため。

 3 　調査対象の範囲

( 1 )　地域

高知県全域

( 2 )　単位

事業体

( 3 )　属性

林業事業体

 4 　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　林業事業体の属性に関する事項（事業体名、代表者名、

住所及び連絡先）

イ　事業組織の形態（株式会社、有限会社、個人経営、林業

経営者、森林組合、その他の組合等）

ウ　素生連の加入状況

エ　素材生産量（民有林及び国有林）

オ　葉付乾燥材の生産量（民有林及び国有林）

カ　素材出荷量

( 2 )　その基準となる期間

平成22年 1 月 1 日から同年12月31日まで

 5 　報告を求める者

( 1 )　数

168事業体

( 2 )　選定の方法

全数

 6 　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間事業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

 7 　報告を求める期間

平成23年 7 月25日から同年 9 月30日まで

高知県告示第462号

平成20年 8 月高知県告示第536号（平成21年から平成23年まで

に県が委託する庁舎等の清掃等の業務の契約に係る指名競争入札

の参加者の資格等）の一部を次のように改正する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

「平成21年 1 月 1 日から平成23年12月31日まで」を「平成21年

 1 月 1 日から平成24年 3 月31日まで」に改める。

第 5 中「平成23年12月31日」を「平成24年 3 月31日」に改め

る。

高知県告示第463号

平成20年 9 月高知県告示第559号（平成21年から平成23年まで

に県が委託する庁舎等の清掃業務の特定調達契約に係る一般競争

入札又は指名競争入札の参加者の資格等）の一部を次のように改

正する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

「平成21年 1 月 1 日から平成23年12月31日まで」を「平成21年

 1 月 1 日から平成24年 3 月31日まで」に改める。

第 5 の 1 中「平成23年12月31日」を「平成24年 3 月31日」に改

める。

第 7 中「平成23年12月31日」を「平成24年 3 月31日」に改め

る。

高知県告示第464号

自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条及び第117条

第 1 項並びに第118条の規定により、陸上自衛隊、海上自衛隊及

び航空自衛隊の自衛官候補生の募集期間等を次のとおり告示す

る。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　男子（平成24年 3 月及び 4 月採用予定）

( 1 )　募集期間

随時（最終期限は、平成23年 9 月16日（金））

( 2 )　試験種目、試験期日及び試験会場

 2 　女子（平成24年 3 月及び 4 月採用予定）

( 1 )　募集期間

平成23年 8 月 1 日（月）から同年 9 月 9 日（金）まで

( 2 )　試験種目、試験期日及び試験会場

試験種目

学科試験

適性試験

口述試験

身体検査

試験種目

学科試験

適性試験

口述試験

身体検査

試験会場

高知市塩田町18－10

　高知市保健福祉センター

安芸市矢ノ丸 3 －12

　安芸市民会館

須崎市新町二丁目 7 －15

　須崎市立市民文化会館

四万十市不破2058－20

　四万十市防災センター

香南市香我美町上分3390

高知駐屯地（第 1 営舎地

区）

試験会場

香南市香我美町上分3390

高知駐屯地（第 1 営舎地

区）

試験期日

平成23年 9 月17日

（土）

平成23年 9 月24日

（土）、同年10月 1 

日（土）又は同月 2 

日（日）のうちから

いずれか指定する日

試験期日

平成23年 9 月25日

（日）

 3 　問い合わせ先

自衛隊高知地方協力本部

電話番号088－822－6128

ホームページアドレス　http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

高知県告示第465号

　次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるので、森林法

（昭和26年法律第249号）第33条の 3 において準用する同法第30

条の 2 の規定により告示する。

　　平成23年 7 月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直 

 1 　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

幡多郡黒潮町有井川字シラキ山1773、蜷川字對串山3599の12

 2 　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

 3 　変更後の指定施業要件

　( 1 )　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　( 2 )　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び黒潮町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第466号

平成23年 6 月高知県告示第412号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容をいの町役場に掲示する

とともに、次のとおりその要旨を告示する。
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平成23年 7 月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

土佐郡本川村越裏門227番地 7 

イ　氏名

山中　由尾

( 2 )ア　登記簿記載の住所

高知市天神町117番地 2 

イ　氏名

北川　浩一郎

( 3 )ア　登記簿記載の住所

高知市神田23番地 1 　船岡団地Ｒ 2 － 4 

イ　氏名

川村　敬紹

( 4 )ア　登記簿記載の住所

香美郡土佐山田町入野199番地

イ　氏名

山中　頼次

 2 　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

いの町（次の図に示す部分に限る。）

( 2 )　保安林として指定された目的

公衆の保健

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種につい

て

高知県告示第467号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　国道

 2 　路　線　名  494号

 3 　道路の区域

　区 　 　　 間　
変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

吾川郡仁淀川町用居

字窪谷丙601番 1 か

ら

吾川郡仁淀川町土居

字ナガバタケ乙17番

 4 まで

吾川郡仁淀川町用居

字窪谷丙601番 1 か

ら

吾川郡仁淀川町土居

字ナガバタケ乙17番

 4 まで

吾川郡仁淀川町用居

字窪谷丙599番から

吾川郡仁淀川町土居

字ナガバタケ乙17番

 4 まで

後

 3.0

         

31.0

3.0

         

31.0

〜

〜Ａ

Ｂ

4.0

            　 

12.5

〜

前 12,817

 12,817

16,900

高知県告示第468号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  安芸物部

 3 　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

安芸市井ノ口字サデ

ヒサ甲667番 1 地先

から

安芸市井ノ口字シリ

グロ甲743番 1 まで

安芸市井ノ口字東岡

甲1175番 1 

〜

〜

12

39

前

前

〜

〜

12

39

後

後

5.7

            　  

7.9

   6.1

            　  

8.8

5.7

          

7.9

  6.1

          

9.7

高知県告示第469号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  神母木野市

 3 　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

香美市土佐山田町加

茂字加茂久保25番 1 

から

香美市土佐山田町町

田字カニウド338番

まで

〜 540前

〜 540後

6.5

            　 

13.4

 7.4

         

13.4

高知県告示第470号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　国道

 2 　路　線　名　494号

 3 　道路の区域

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

16,900
平成23年 7 月15

日

吾川郡仁淀川町用居字窪谷

丙599番から

吾川郡仁淀川町土居字ナガ

バタケ乙17番 4 まで

高知県告示第471号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、
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道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日             

                                  高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　畑山栃ノ木

 3 　道路の区域

高知県告示第474号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　志和仁井田

 3 　道路の区域

高知県告示第475号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 4 号の規

定により、道路法（昭和27年法律第180号）による新設の事業計

画のある道路で、 2 年以内にその事業が執行される予定のものと

して次のとおり指定する。

　　平成23年 7 月15日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

昭和56年12月高知県告示第705号（海岸保全区域の指定及び告

示の廃止）の一部を次のように改正する。

平成23年 7 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 3 　須崎地区を次のように改める。

 3 　須崎地区

次の基点27から基点40まで、補助点40′、補助点41″、基点

41から基点52まで、補助点52′、補助点51′、補助点49′、補

助点46′、補助点41′、補助点38″、補助点38′、補助点

36′、補助点34′、補助点33′、補助点31′、補助点29′から

補助点27′まで及び基点27の各点を順次に直線で結んだ線によ

り囲まれた区域

基点27　大峯橋北橋台西端から 0 度30メートルの地点

〃　28　基点27から253度470メートルの地点

〃　29　基点28から304度265メートルの地点

〃　30　基点29から204度80メートルの地点

〃　31　基点30から136度270メートルの地点

〃　32　基点31から210度70メートルの地点

〃　33　基点32から170度78メートルの地点

〃　34　基点33から231度120メートルの地点

〃　35　基点34から159度140メートルの地点

〃　36　基点35から172度145メートルの地点

〃　37　基点36から153度100メートルの地点

〃　38　基点37から137度180メートルの地点

〃　39　基点38から149度450メートルの地点

〃　40　基点39から90度50メートルの地点

〃　41　基点40から130度300メートルの地点

〃　42　基点41から170度260メートルの地点

〃　43　基点42から260度90メートルの地点

〃　44　基点43から355度130メートルの地点

〃　45　基点44から260度50メートルの地点

〃　46　基点45から170度225メートルの地点

〃　47　基点46から260度70メートルの地点

〃　48　基点47から170度70メートルの地点

〃　49　基点48から240度90メートルの地点

〃　50　基点49から245度165メートルの地点

〃　51　基点50から269度470メートルの地点

〃　52　基点51から241度430メートルの地点

補助点27′　基点27から180度60メートルの点

〃　　28′　基点28から180度50メートルの点

〃　　29′　基点29から145度160メートルの点

〃　　31′　基点31から40度60メートルの点

〃　　33′　基点33から83度193メートルの点

〃　　34′　基点34から110度100メートルの点

〃　　36′　基点36から70度50メートルの点

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

 52

 17

平成23年 7 月15

日

平成23年 7 月15

日

安芸市畑山字芝居乙1069番

12

安芸市畑山字芝居乙1069番

12

高知県告示第472号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　庄田伊野

 3 　道路の区域

供 用 開 始 区 間

供 用 開 始 区 間

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

供用開始年月日

供用開始年月日

50

 832

平成23年 7 月15

日

平成23年 7 月15

日

高岡郡日高村本村字焼坂

658番 9 から

高岡郡日高村名越屋字上タ

チメ943番 1 まで

高岡郡四万十町飯ノ川字日

室30番10から

高岡郡四万十町飯ノ川字見

ノ越197番 2 まで

高知県告示第473号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月15日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月15日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

80
平成23年 7 月15

日

高岡郡四万十町志和峯字カ

ゲ地145番 1 から

高岡郡四万十町志和峯字野

中148番 5 まで

　起　　　点

南国市下末松字

高屋 2 番 3 

　終　　　点

南国市下末松字

米屋28番 2 

幅　　　員

(メートル)

26.00

延　　　長

(メートル)

 440.00

高知県告示第476号

 2 　路　線　名　上ノ加江窪川

 3 　道路の区域
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〃　　38′　基点38から90度50メートルの点

〃　　38″　基点38から65度210メートルの点

〃　　40′　基点40から157度58メートルの点

〃　　41′　基点41から18度150メートルの点

〃　　41″　基点41から228度101メートルの点

〃　　46′　基点46から100度190メートルの点

〃　　49′　基点49から150度150メートルの点

〃　　51′　基点51から160度130メートルの点

〃　　52′　基点52から150度150メートルの点

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第25条第 4 項の

規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があっ

たので、同条第 5 項において準用する同法第10条第 2 項の規定に

より次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成23年 7 月 4 日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成23年 7 月 4 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第25条第 4 項の

規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があっ

たので、同条第 5 項において準用する同法第10条第 2 項の規定に

より次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成23年 7 月 5 日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成23年 7 月 5 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第49号

平成23年 6 月27日高知県議会議長から同議会議員に欠員が生じ

た旨の通知があったことに伴い、公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第113条第 1 項第 5 号の規定により、高知県議会議員の補

欠選挙を黒潮町選挙区において行うべき事由が生じた。

平成23年 6 月27日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第50号

高知県議会議員について、公職選挙法（昭和25年法律第100

号）の規定による補欠選挙が黒潮町選挙区において執行されるこ

ととなったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 6 

項（同法第75条第 5 項、第76条第 4 項、第80条第 4 項、第81条第

 2 項及び第86条第 4 項（地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第 8 条第 2 項において準用する場合

を含む。）において準用する場合を含む。）の規定により、平成

23年 6 月28日から高知県議会議員補欠選挙の期日までの間、黒潮

町の区域においては、地方自治法第 5 章の規定による直接請求及

び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 8 条の規定による

解職請求のための署名を求めることができない。

平成23年 6 月27日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第52号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成23年 7 月15日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

申請の

あった

年月日

平成23

年 7 月

 4 日

申請の

あった

年月日

平成23

年 7 月

 5 日

定款変更に係る特定非営利活動法人

定款変更に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

環境の

杜こう

ち

名称

特定非

営利活

動法人

わくわ

くライ

フステ

ージ

代表者の

氏名

石川　妙

子

代表者の

氏名

坂下　伸

文

主たる

事務所

の所在

地

高知市

旭町三

丁 目

115番

地　こ

うち男

女共同

参画セ

ンター

 3 階

主たる

事務所

の所在

地

高岡郡

佐川町

加 茂

671番

地 3 

定款に記載された目的

この法人は、環境活動

団体、行政、学校、企

業、地域の環境活動の

ネットワークを築き、

県民に対して、環境活

動に対する支援や環境

学習の推進に関する事

業、地球温暖化防止に

向けた活動の支援、環

境に関する情報の発

信、環境政策の研究と

提案などを行うこと

で、循環型社会の形成

に寄与することを目的

とする。

定款に記載された目的

この法人は、障害児・

者に対して、適切な職

業（作業）を提供しな

がら、職業指導、職業

訓練ならびに職業開発

に関する事業等を行

い、障害者の社会自立

及び子供からお年寄り

までが安心して暮らせ

る地域社会の構築を

もって公益の増進に寄

与することを目的とす

る。

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、物部川土地改良区連合から次のとおり退任及び就任した役員

の届出があった。

平成23年 7 月15日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

理事　  中村　雄輔　南国市久枝51－ 1 

（就任）

理事　  下司　雅英　南国市久枝54

名称

西川きよ

し後援会

西本良平

後援会

代表者氏名

葛目　正則

坂本　行由

会計責任者

氏名

野村　道俊

坂本　兼一

主たる事

務所の所

在地

南国市岡

豊町笠ノ

川419－
 4 

南国市植

野219－
14

届出年月日

平23・ 6 ・

 6 

平23・ 6 ・

 9 
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高知県選挙管理委員会告示第53号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

により次のとおり異動の届出があった。

平成23年 7 月15日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

　政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

区分

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後 区分

異動

前

異動

後

区分

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

名称

自由民

主党高

知県電

気通信

支部

自由民

主党四

万十町

窪川支

部

自由民

主党芸

西村支

部

候補者氏

名

楠本　清

世

名称

楠本清

世後援

会

幸福実

現党高

知東部

後援会

全国Ｌ

Ｐガス

政治連

盟高知

県支部

さとう

正久を

支える

会髙知

県支部

佐藤正

久・宇

都隆史

を支え

る高知

の会

高知県

行政書

士政治

連盟

野本光

生後援

会

代表者氏

名

中西　正

弘

刈谷　志

毛雄

山上　利

嗣

市川　仁

竹内　辰

雄

池田　廣

公職の

種類

異動な

し

代表者氏

名

異動なし

橋詰　毅

山本　一

幸

山田　賢

二

小野　昌

男

異動なし

田渕　光

男

三宮　重

興

異動なし

会計責任

者氏名

糸川　好

一

氏原　功

異動なし

異動なし

名称

楠本清世

後援会

会計責任

者氏名

異動なし

高橋　和

橋詰　毅

異動なし

異動なし

関　隆

田渕　光

男

異動なし

主たる事

務所の所

在地

高知市鴨

部973－
12

香美市土

佐山田町

加茂795

－ 2 

異動なし

安芸郡芸

西村和食

甲1639

安芸郡芸

西村西分

甲2647－
 4 

主たる事

務所の所

在地

南国市日

吉町一丁

目 1 － 5 

高知市本

町五丁目

主たる事

務所の所

在地

南国市日

吉町一丁

目 1 － 5 

高知市本

町五丁目

 1 －12

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

香南市野

市町西佐

古441

香南市野

市町下井

852

届出年月日

平23・ 6 ・

 9 

平23・ 6 ・

14

平23・ 6 ・

23

届出年月日

平23・ 6 ・

 3 

届出年月日

平23・ 6 ・

 3 

平23・ 6 ・

 3 

平23・ 6 ・

 9 

平23・ 6 ・

22

平23・ 6 ・

29

平23・ 6 ・

30

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

高知県選挙管理委員会告示第54号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

により次のとおり解散の届出があった。

平成23年 7 月15日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

政党

名称

自由民主

党高知県

高知市第

 4 支部

名称

楠本清世

後援会

主たる事務所の

所在地

高知市九反田 3 

－ 9 

主たる事務所の

所在地

高知市本町五丁

目 1 －12

代表者氏名

元木　益樹

代表者氏名

楠本　清世

政治団体

でなくな

った理由

解散

政治団体

でなくな

った理由

解散

届出年

月日

平23・

 6 ・10

届出年

月日

平23・

 6 ・ 3 

その他の政治団体

高知県選挙管理委員会告示第55号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 3 項の規定

により次のとおり資金管理団体の異動の届出があった。

平成23年 7 月15日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

資金管理団体

田中とお

る後援会

笹岡　ひと

み

鈴木　達雄 南国市廿

枝1827番

地イの 2 

平23・ 6 ・

13
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届出をし

た者の氏

名

楠本　清

世

公職の

種類

衆議院

議員

名称

楠本清

世後援

会

主たる

事務所

の所在

地

高知市

本町五

丁目 1 

－12

代表者氏

名

楠本　清

世

資金管理団

体でなくな

った旨の届

出年月日

平23・ 6 ・

 3 

高知県選挙管理委員会告示第56号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 3 項の規定

により次のとおり資金管理団体でなくなった旨の届出があった。

平成23年 7 月15日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

資金管理団体

 1 －12
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